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旨

本
法
律
案
は
、
経
済
取
引
の
国
際
化
の
進
展
等
の
仲
裁
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
仲
裁
廷
が
命
ず
る
暫
定
保
全
措

置
に
つ
い
て
そ
の
内
容
及
び
手
続
並
び
に
そ
の
強
制
執
行
等
の
手
続
等
を
定
め
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
仲
裁
判
断
が
あ
る
ま
で
の
間
、
仲
裁
廷
が
発
す
る
権
利
、
証
拠
を
保
全
す
る
た
め
の
命
令
（
暫
定
保
全
措
置
命
令
）
の
類

型
及
び
発
令
要
件
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

二
、
裁
判
所
が
暫
定
保
全
措
置
命
令
に
基
づ
く
強
制
執
行
等
を
許
す
決
定
（
執
行
等
認
可
決
定
）
の
制
度
を
創
設
す
る
。

三
、
仲
裁
手
続
に
関
し
て
裁
判
所
が
行
う
手
続
に
つ
い
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
及
び
大
阪
地
方
裁
判
所
に
も
管
轄
を
拡
大
す

る
。

四
、
仲
裁
判
断
の
執
行
決
定
を
求
め
る
申
立
て
に
係
る
事
件
等
の
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
仲
裁

判
断
書
等
に
つ
い
て
、
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


